
 

 

企業・大学・クラブ支援事業 実施要項 

 

１ 目 的 

   国民スポーツ大会等の全国大会において、常に優秀な成績を上げるため、企業・大学・ク

ラブチームを指定し、競技力の向上を図る。また、他府県で活躍する優秀な競技力を有する

選手や滋賀県で育成した選手の活動拠点を構築し、競技力向上に資する。 

 

２ 対 象 

  滋賀県競技力向上対策本部が対象と認めた企業・大学・クラブチーム等 

 

３ 期 間 

    各年度４月１日～２月末日までとする。 

  補助期間については、やむを得ない事情のある場合は別途協議する。 

 

４ 内 容 

（１）指定の条件 

  （ア）企業 

     ・過去の国民スポーツ大会等全国大会において入賞し、今後も入賞が期待できる企業 

     ・２０２５年滋賀国スポに向け、成年選手の活動拠点となる企業 

       

   （イ）クラブ 

     ・一貫した指導体制によりジュニア選手の育成に大きく貢献し、今後も国民スポーツ

大会等全国大会において活躍する選手の輩出が期待できるクラブ 

 

  (ウ) 大学 

       ・過去３シーズンで、国民スポーツ大会等全国大会において入賞し、今後も入賞が期待

できる選手が所属する大学 

     ・２０２５年滋賀国スポに向け、成年選手の活動拠点となる大学 

 

 

（２）支援内容 

    上記の企業・大学・クラブに所属する選手の活動経費及び選手を応援するための経費、

その他滋賀県競技力向上対策本部が認める経費を補助する。 

 

５ その他 

   補助金の交付は、原則概算払いとする。 

 

付 則 

 この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要項は、令和２年４月１日から施行する。 

この要項は、令和３年４月１日から施行する。 

この要項は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


